
平成２９年５月１日 

環境施設課 

2 回計量実施における事業系ごみ等確認伝票（青伝票） 

及び ICカードの取扱いについて 

 各センターでの車両の動線については、書面で通知（ホームページにも掲載）した図の

とおりです。 

 現在の ICカードはそのまま同じ車両で使えます。 

 計量所での事業系ごみ等確認伝票（青伝票）及び ICカードの取扱いについては以下のと

おりです。 

○搬入先 東部クリーンセンター、東部リサイクルプラザ 

 1 回目計量時 

青伝票を計量所へ提出し、ICカードをかざしてください。 

  係員が確認し、青伝票を返却します。 

 2 回目計量時 

IC カードと青伝票を計量所へ提出してください。 

  印字処理後、係員より ICカードと搬入者保存用伝票を返却します。 

○搬入先 岡南環境センター、当新田環境センター 

 1 回目計量時 

IC カードをかざして入場してください。青伝票の提出は不要です。 

 2 回目計量時 

青伝票を計量所へ提出し、ICカードをかざしてください。 

  印字処理後、係員より搬入者保存用伝票を返却します。 

○搬入先 山上最終処分場、西部リサイクルプラザ 

 1 回目計量時 

青伝票を計量所へ提出し、ICカードをかざしてください。 

  青伝票は返却しません。 

 2 回目計量時 

IC カードをかざしてください。 

  印字処理後、係員より搬入者保存用伝票を返却します。 
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